
支払事由・免責事由（団体総合生活補償保険（標準型））／1 

支払事由・免責事由 

※印を付した用語については、下記の「※印の用語のご説明」をご覧ください。（各欄の初出時のみ※印を付しています。） 

保険金の種類 保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額 保険金をお支払いしない主な場合 

傷

害

保

険

金 

傷害死亡保険金 

★傷害補償（標準型）

特約 

☆交通事故危険のみ

補償特約セット 

 （シニア） 

保険期間中の交通事故※によるケ

ガ※のため、事故の発生の日からそ

の日を含めて１８０日以内に死亡

された場合 

 

傷害死亡・後遺障害保険金額の全額 

 

（注１）傷害死亡保険金受取人（定めなかっ

た場合は被保険者の法定相続人）にお支払

いします。 

（注２）既にお支払いした傷害後遺障害保険

金がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険

金額から既にお支払いした傷害後遺障害

保険金の額を差し引いた額をお支払いし

ます。 

 

●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または

重大な過失によるケガ※ 

●闘争行為、自殺行為または犯罪行為によるケガ 

●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用して

の運転中のケガ 

●脳疾患、病気または心神喪失によるケガ 

●妊娠、出産、早産または流産によるケガ 

●引受保険会社が保険金を支払うべきケガの治療※以外の外科的手

術その他の医療処置によるケガ 

●戦争、その他の変乱※、暴動によるケガ（テロ行為によるケガは、

条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払

対象となります。） 

●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ 

●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ 

●原因がいかなるときでも、頸（けい）部症候群※、腰痛その他の症

状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見の

ないもの※ 

●入浴中の溺水※（ただし、引受保険会社が保険金を支払うべきケガ

によって発生した場合には、保険金をお支払いします。） 

●原因がいかなるときでも、誤嚥（えん）※によって発生した肺炎 

●交通乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ 

●職務として交通乗用具への荷物、貨物等の積込み作業、積卸し作業

または交通乗用具上での整理作業中のケガ、および交通乗用具の修

理、点検、整備または清掃作業中のケガ 

●職務または実習のための船舶搭乗中のケガ 

●グライダー、飛行船、超軽量動力機、ジャイロプレーンに搭乗中の

ケガ 

●航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機以外の航空機を操縦

している間またはその航空機に職務として搭乗している間のケガ 

など 

（注）細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償の対象にはなり

ません。 

傷

害

保

険

金 

 

傷害後遺障害保険金 

★傷害補償（標準型）

特約 

☆交通事故危険のみ

補償特約セット 

 （シニア） 

保険期間中の交通事故※によるケ

ガ※のため、事故の発生の日からそ

の日を含めて１８０日以内に後遺

障害※が発生した場合 

 

 

 

傷害死亡・後遺障害保険金額×約款所定の保

険金支払割合（４％～１００％） 

 

 

（次ページへ続く） 

（交通事故危険のみ補償特約セットの傷害死亡保険金と同じ） 
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保険金の種類 保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額 保険金をお支払いしない主な場合 

傷

害

保

険

金 

傷害後遺障害保険金 

★傷害補償（標準型）

特約 

☆交通事故危険のみ

補償特約セット 

 （シニア） 

（前ページより続き） 

（注１）政府労災保険に準じた等級区分ごと

に定められた保険金支払割合で、傷害後遺

障害保険金をお支払いします。 

（注２）被保険者が事故の発生の日からその

日を含めて１８０日を超えてなお治療※

を要する状態にある場合は、引受保険会社

は、事故の発生の日からその日を含めて 

１８１日目における医師※の診断に基づ

き後遺障害※の程度を認定して、傷害後遺

障害保険金をお支払いします。 

（注３）同一の部位に後遺障害を加重された

場合は、既にあった後遺障害に対する保険

金支払割合を控除して、保険金をお支払い

します。 

（注４）既にお支払いした傷害後遺障害保険

金がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険

金額から既にお支払いした傷害後遺障害

保険金の額を差し引いた残額が限度とな

ります。また、保険期間を通じてお支払い

する傷害後遺障害保険金は、傷害死亡・後

遺障害保険金額が限度となります。 

傷

害

保

険

金 

傷害死亡保険金 

★傷害補償（標準型）

特約 

☆自転車搭乗中等の

み補償特約セット 

 （スタンダード） 

保険期間中の自転車事故※による

ケガ※のため、事故の発生の日から

その日を含めて１８０日以内に死

亡された場合 

 

傷害死亡・後遺障害保険金額の全額 

 

（注１）傷害死亡保険金受取人（定めなかっ

た場合は被保険者の法定相続人）にお支払

いします。 

（注２）既にお支払いした傷害後遺障害保険

金がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険

金額から既にお支払いした傷害後遺障害

保険金の額を差し引いた額をお支払いし

ます。 

 

 

●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または

重大な過失によるケガ※ 

●闘争行為、自殺行為または犯罪行為によるケガ 

●戦争、その他の変乱※、暴動によるケガ（テロ行為によるケガは、

条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払

対象となります。） 

●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ 

●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ 

●原因がいかなるときでも、頸（けい）部症候群※、腰痛その他の症

状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見の

ないもの※ 

●自転車※を用いて競技等※をしている間のケガ 

など 

（注）細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償の対象にはなり

ません。 
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保険金の種類 保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額 保険金をお支払いしない主な場合 

傷

害

保

険

金 

傷害後遺障害保険金 

★傷害補償（標準型）

特約 

☆自転車搭乗中等の

み補償特約セット 

 （スタンダード） 

保険期間中の自転車事故※による

ケガ※のため、事故の発生の日から

その日を含めて１８０日以内に後

遺障害※が発生した場合 

 

傷害死亡・後遺障害保険金額×約款所定の保

険金支払割合（４％～１００％） 

 

（注１）政府労災保険に準じた等級区分ごと

に定められた保険金支払割合で、傷害後遺

障害保険金をお支払いします。 

（注２）被保険者が事故の発生の日からその

日を含めて１８０日を超えてなお治療※

を要する状態にある場合は、引受保険会社

は、事故の発生の日からその日を含めて 

１８１日目における医師※の診断に基づ

き後遺障害※の程度を認定して、傷害後遺

障害保険金をお支払いします。 

（注３）同一の部位に後遺障害を加重された

場合は、既にあった後遺障害に対する保険

金支払割合を控除して、保険金をお支払い

します。 

（注４）既にお支払いした傷害後遺障害保険

金がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険

金額から既にお支払いした傷害後遺障害

保険金の額を差し引いた額が限度となり

ます。また、保険期間を通じてお支払いす

る傷害後遺障害保険金は、傷害死亡・後遺

障害保険金額が限度となります。 

（自転車搭乗中等のみ補償特約セットの傷害死亡保険金と同じ） 

日常生活賠償保険金 

★日常生活賠償特約 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 保険期間中の次のア．または

イ．の偶然な事故により、他人の生

命または身体を害したり、他人の物

を壊したりして、法律上の損害賠償

責任を負われた場合 

② 日本国内において保険期間中

の次のア．またはイ．の偶然な事故

により、誤って線路へ立入ってしま

ったこと等が原因で電車等（＊１）

を運行不能（＊２）にさせ、法律上

の損害賠償責任を負われた場合 

ア．本人の居住の用に供される住

宅（＊３）の所有、使用または管

理に起因する偶然な事故 

（次ページへ続く） 

 

被保険者が損害賠償請求権者に対して負担

する法律上の損害賠償責任の額＋判決によ

り支払を命ぜられた訴訟費用または判決日

までの遅延損害金－被保険者が損害賠償請

求権者に対して損害賠償金を支払ったこと

により代位取得するものがある場合は、その

価額－免責金額※（０円） 

 

（注１）１回の事故につき、日常生活賠償保

険金額が限度となります。 

（注２）損害賠償金額等の決定については、

あらかじめ引受保険会社の承認を必要とし

ます。         （次ページへ続く） 

●保険契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意による

損害 

●被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任（仕事上の損害賠

償責任） 

●他人から借りたり預かったりした物を壊したことによる損害賠償

責任 

●被保険者と同居する親族※に対する損害賠償責任 

●被保険者の使用人（家事使用人を除きます。）が業務従事中に被っ

た身体の障害に起因する損害賠償責任 

●第三者との損害賠償に関する約定によって加重された損害賠償責

任 

●心神喪失に起因する損害賠償責任 

●被保険者または被保険者の指図による暴行、殴打による損害賠償責

任 

（次ページへ続く） 
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保険金の種類 保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額 保険金をお支払いしない主な場合 

日常生活賠償保険金 

★日常生活賠償特約 
（前ページより続き） 

イ．被保険者の日常生活に起因す

る偶然な事故 

（＊１）電車、気動車、モノレール

等の軌道上を走行する陸上の乗用

具をいいます。 

（＊２）正常な運行ができなくなる

ことをいいます。ただし、運行する

ことにつき、物理的な危険を伴うも

のをいいます。 

（＊３）敷地内の動産および不動産

を含みます。 

（注）被保険者の範囲は、本人、配

偶者※、同居の親族および別居の未

婚※の子となります。なお、これら

の方が責任無能力者である場合は、

親権者・法定監督義務者・監督義務

者に代わって責任無能力者を監督

する方（責任無能力者の６親等内の

血族、配偶者および３親等内の姻族

に限ります。）を被保険者とします。

「同居の親族」とは、本人またはそ

の配偶者と同居の、本人またはその

配偶者の６親等内の血族および３

親等内の姻族をいいます。「別居の

未婚の子」とは、本人またはその配

偶者と別居の、本人またはその配偶

者の未婚の子をいいます。 

（前ページより続き） 

（注３）上記算式により計算した額とは別

に、損害の発生または拡大を防止するために

必要または有益であった費用、示談交渉費

用、争訟費用等をお支払いします。 

（注４）日本国内において発生した事故につ

いては、被保険者のお申出により、示談交渉

をお引受けします。ただし、損害賠償請求権

者が同意されない場合、被保険者が負担する

法律上の損害賠償責任の額が日常生活賠償

保険金額を明らかに超える場合、正当な理由

なく被保険者が協力を拒んだ場合、損害賠償

請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提

起された場合には示談交渉を行うことがで

きませんのでご注意ください。 

（注５）補償内容が同様の保険契約（異なる

保険種類の特約や引受保険会社以外の保険

契約を含みます。）が他にある場合、補償の

重複が発生することがあります。補償内容の

差異や保険金額、加入の要否をご確認いただ

いたうえでご加入ください。 

（前ページより続き） 

●自動車等※の車両（ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きま

す。）、船舶、航空機、銃器、業務のために使用する動産または不動

産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 

●戦争、その他の変乱※、暴動による損害 

●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害 

●核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害 

など 

 

【特約の説明】 

セットする特約 特約の説明 

条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約

（自動セット） 

保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱※、暴動」については、テロ行為はお支払いの対象となります。テロ行為と

は、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う

暴力的行動をいいます。 

家族型への変更に関する特約（スタンダード・

家族型） 

被保険者の範囲を、「契約概要のご説明」の「被保険者の範囲」に記載のとおり変更します。 
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【※印の用語のご説明】 

●「医学的他覚所見のないもの」とは、被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその

根拠を客観的に証明することができないものをいいます。 

●「医師」とは、被保険者以外の医師をいいます。 

●「競技等」とは、競技、競争、興行（＊）または試運転をいいます。また、競技場におけるフリー走行など競技等に準ずるものを含みます。 

試運転に訓練を含む特約（ただし、自動車等※の運転資格を取得するための訓練は含みません。） 

・交通事故危険のみ補償特約 

（＊）いずれもそのための練習を含みます。 

●「頸（けい）部症候群」とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。 

●「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。 

「急激」とは、「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。 

「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。 

「外来」とは、「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。 

「傷害」には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に発生する中毒症状（＊）を含み、次のいずれかに該当するものを含みませ

ん。 

①細菌性食中毒 

②ウイルス性食中毒 

（＊）継続的に吸入、吸収または摂取した結果発生する中毒症状を除きます。 

●「後遺障害」とは、治療※の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部

の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※を除きます。 

●「交通事故」とは、次の事故をいいます。 

① 運行中の交通乗用具※との衝突、接触等（＊） 

② 運行中の交通乗用具の衝突、接触、火災、爆発等（＊） 

③ 運行中の交通乗用具の正規の搭乗装置またはその装置のある室内に搭乗中の急激かつ偶然な外来の事故（異常かつ危険な方法で搭乗している場合は含みません。） 

④ 乗客として交通乗用具の改札口を入ってから改札口を出るまでの間の急激かつ偶然な外来の事故 

⑤ 道路通行中の、工作用自動車との衝突、接触等または工作用自動車の衝突、接触、火災、爆発等の事故（＊）（ただし、作業機械としてのみ使用されている工作用自動車に限ります。） 

⑥ 交通乗用具の火災 

（＊）立入禁止の工事現場内、建設現場内、レーシング場のサーキット内、鉄道敷地内等で、かつ、一般には開放されていない状況にある場所で発生した事故は除きます。 

●「交通乗用具」とは、電車、自動車（スノーモービルを含みます。）、原動機付自転車、自転車、航空機、ヨット、モーターボート（水上オートバイを含みます。）、エレベーター等、特

約に定められたものをいいます。 

●「誤嚥（えん）」とは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。 

●「自転車」とは、ペダルまたはハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する２輪以上の車（レールにより運転する車、身体障害者用車いすおよび幼児用の３輪以上の車を含

みません。）およびその付属品（積載物を含みます。）をいいます。 
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●「自転車事故」とは、次の事故をいいます。 

① 自転車※に搭乗中の急激かつ偶然な外来の事故 

② 運行中の自転車との衝突、接触 

●「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。 

●「酒気帯び運転」とは、道路交通法第６５条（酒気帯び運転等の禁止）第１項に定める酒気を帯びた状態で自動車等※を運転することをいいます。 

●「親族」とは、６親等内の血族、配偶者※および３親等内の姻族をいいます。 

●「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。 

●「治療」とは、医師※が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 

●「溺水」とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。 

●「配偶者」とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情（内縁関係）にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の

実質を備える状態にある方を含みます。 

●「未婚」とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。 

●「免責金額」とは、支払保険金の計算にあたって損害または費用の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。 


